
 

 

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 
第 1 条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第 7 号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、大阪市の姉妹都市であるサンパウロ（ブラジル）、

シカゴ（アメリカ）、上海（中国）、メルボルン（オーストラリア）、サンクト・ペテル

ブルグ（ロシア）、ミラノ（イタリア）、ハンブルク（ドイツ）との交流（以下「姉妹都

市交流」という。）について広く市民と共有し、市民の自主的・自発的な交流の促進を

図るため、姉妹都市交流事業に対し補助を行う、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金（以

下「補助金」という。）の交付について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（補助対象団体） 

第 2 条 補助金の交付対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、次の要件を

いずれも満たしている団体・グループとする。ただし、その他市長が特に認めるものに

ついては、この限りでない。 

(1) 大阪市内に主要な事務所又は活動拠点を有していること 

(2) 大阪市内での活動実績を有していること 

(3) 第 3条に規定する補助対象事業を主催すること 

 

（補助対象事業及び補助の種類） 

第 3 条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の要件を

いずれも満たしているものとする。 

(1) 姉妹都市交流について広く市民と共有でき、市民の自主的・自発的な交流につなが

る事業 

(2) 市民参加が見込まれ、事業実施後も姉妹都市交流の継続が期待できる事業 

(3) 姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関との連携等、公共性・公益

性が認められる事業（国・府及び地方公共団体若しくは、姉妹都市・外国政府機関・

総領事館等の海外の公的機関が主催する事業は除く。） 

(4) 大阪市内もしくは姉妹都市内で実施する事業 

(5) 申請団体が自主的に企画・運営する、営利を目的としない事業 

(6) 公序良俗に反しない事業 

(7) 政治活動や宗教活動を目的としていない事業 

(8) 大阪市からの他の補助を受けていない事業 

2 補助の種類は、次の 2種類とする。 

(1) ステップアップ枠 

姉妹都市交流事業を開始して 3年超の補助対象団体による補助対象事業で、交流者

が 100名以上のもの 

(2) チャレンジ枠 

補助対象団体による新たな補助対象事業と大阪市が認めた事業で、交流者が 20 名

以上のもの 

 

（補助対象経費） 

第 4条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要と認められる別表に定める

経費とする（消費税及び地方消費税を除く）。 



 

 

２ 前項の規定に関わらず、国・府及び大阪市、その他地方公共団体若しくは、姉妹都市・

外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関から、補助対象事業に補助金・助成金等の

交付を受けている、又は受ける予定である場合は、その相当額を補助対象経費から除く。 

 

（補助金の額） 

第 5 条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）に対して交付す

る補助金の額は、次に掲げる額を限度とし、補助対象経費の 2 分の 1 以内で、当該年度

の予算の範囲内において市長が決定する。 

(1) ステップアップ枠 1事業 50万円 

(2) チャレンジ枠   1事業 20万円 

2 前項に定める補助金の額は、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 

 

（交付申請） 

第 6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付申

請書（様式第 1号）に規則第 4条各号に掲げる事項を記載し、別に定める「大阪市姉妹

都市交流推進事業補助金募集要項」に定める募集期間内に、市長に提出しなければなら

ない。 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 団体の定款、寄附行為、会則又はこれらに類する団体の存在が証明できるもの 

(4) その他市長が必要と定める書類 

 

（交付決定） 
第 7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要

に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容

等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付

の決定をしたときは、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付決定通知書（様式第 2号）

により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、

理由を付して、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金不交付決定通知書（様式第 3号）に

より補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

3 市長は、募集期間終了後 50日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を

交付しない旨の決定をするものとする。ただし、申請が補助金の執行年度の前年度にな

され、予算執行年度の予算が成立していない場合はこの限りでない。 

     

（補助金等の交付の除外要件） 

第 8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないも

のとする。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 6号に規定する暴力団員。 

(2) 大阪市暴力団排除条例第 2条第 3号に規定する暴力団密接関係者。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団 

の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合。 

2 前条第 2項の規定は、前項の規定による交付決定を行わない場合について準用する。 



 

 

 

（申請の取下げ） 

第 9条 補助金の交付の申請を行った者は、第 7条第 1項の規定による通知を受領した場

合において、当該通知の内容又は規則第 7条第 1項の規定によりこれに付された条件に

不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付

申請取下書（様式第 4号）により申請の取下げを行うことができる。 

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算

して 10日とする。 

 

（交付の時期等） 
第 10条 市長は、補助対象事業の完了後、第 18条の規定による補助金の額の確定を経た

後に、補助事業者から請求を受けた日から 30 日以内に当該請求に係る補助金を交付す

るものとする。 

 

（補助対象事業の変更等） 

第 11条 補助事業者は、補助対象事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）をしようと

するときは、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金変更承認申請書（様式第 5号）を、補

助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金中

止・廃止承認申請書（様式第 6 号）を市長に対し提出し承認を受けなければならない。 

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助対象事業の目的に変更の無い場

合に限る。 

(1) 補助金交付額の 20％以内の減額 

(2) 補助目的達成のために、事業を実施する上でやむを得ず生じる補助対象経費の科目

間の流用 

3 市長は、第 1 項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現

地調査等により適当と認められたときは、申請書を受けた日から 30 日以内に、補助対

象事業変更の場合は大阪市姉妹都市交流推進事業補助金変更承認決定通知書（様式第 7

号）、補助事業の中止又は廃止の場合は大阪市姉妹都市交流推進事業補助金中止・廃止

承認決定通知書（様式第 8号）により補助事業者に通知する。 

 

（概算払い） 

第 12条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要であると認められるときは、

補助対象事業の完了前に第 7条第 1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で全部又

は一部を概算払いすることができる。  

2 補助事業者は、前項による補助金の概算払いを受けようとするときは、大阪市姉妹都

市交流推進事業補助金概算払申請書（様式第 9号）を市長に対し提出しなければならな

い。 

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地

調査等により適当と認められたときは、申請書を受けた日から 15 日以内に大阪市姉妹

都市交流推進事業補助金概算払決定通知書（様式第 10 号）により補助事業者に通知す

る。 

4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた日から 10日以内に、市長に対し補助金

の請求を行うものとする。 

5 市長は前項の規定により請求を受けた日から 30日以内に当該請求に係る補助金を交付

するものとする。 



 

 

 

（調査及び進捗状況の報告） 

第 13 条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業に関する調査または補助事

業者に対し、補助対象事業の遂行に関する報告を求めることができる。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 14 条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特

別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はそ

の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市姉妹都市交流推進事

業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書（様式第 11 号）により補助事業者

に通知するものとする。 

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる

経費に限り、補助金を交付することができる。 

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要す

る経費 

4 第 3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。 

5 補助事業者は、第 2 項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の

補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から

20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引

いた額を市長が発行する納付書により返還しなければならない。 

6 補助事業者が前項の規定により返還する補助金の額は第 3 項の規定による補助金の交

付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。 

 

（補助事業等の適正な遂行） 

第 15条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。 

2 第 7 条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに

付された条件に従い、補助対象事業を完了しなければならない。 

 

（立入検査等） 

第 16 条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助

事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の

事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問

させることができる。 

 

（実施報告） 
第 17 条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を

受けたときから 10 日以内に、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金実施報告書（様式第

12 号）に規則第 14 条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。た

だし、年度の末日まで補助対象事業が行われている場合にあっては、事業実施の属する

年度の末日に作成するものとする。 

2 前項の報告書には、次に掲げる内容を記載、もしくは書類を添付しなければならない。 

(1) 補助金の交付決定額とその精算額 

(2) 収支決算書 



 

 

(3) 補助対象事業の実績（事業の効果が検証できるもの） 

(4) 領収書等補助対象経費にかかる支出の確認ができる書類 

3 前項に定める補助対象事業の実績などについては公表する。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 18 条 市長は、前条第 1 項の規定による実施報告書の提出を受けたときは、報告書等

の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の

成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどう

かを調査し、適合すると認めたときは、第 5 条で決定した額を限度に交付すべき補助金

の額を確定し、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金額確定通知書（様式第 13 号）によ

り補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の精算） 

第 19 条 概算払いを受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通

知を受けたときは、速やかに、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金精算書（様式第 14

号）（以下「精算書」という。）を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補

助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、

概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。 

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後 20日以内（補助事業等が継続して行わ

れている場合には各年度の末日から 20日以内）に市長に提出しなければならない。 

3 前 2 項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容

を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に

相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみな

す。 

4 市長は、第 1 項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算によ

り剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならな

い。 

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 20日以内

に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をし

なければならない。 

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日か

ら 30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第 20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決 

定の全部若しくは一部を取り消すことができるものとする。 

(1) この要綱又は補助金交付決定通知書に付した条件に違反したとき。 

(2) 虚偽の申請、報告又は不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。 

(3) 申請者が、第 8条第 1項各号のいずれかに該当すると判明したとき。 

2 前項の規定に該当する場合及び規則第 17条第 3項による通知においては、市長は、大

阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付決定取消通知書（様式第 15号）により通知する

ものとする。 

 

 

（補助金の返還） 



 

 

第 21 条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取

消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返

還を求めるものとする。 

 

（加算金及び延滞金） 

第 22 条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求

に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額（その一部を

納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100 円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。）につき年 10.95 パーセントの割合で計算し

た加算金を本市に納付しなければならない。 

2 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、

税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例（昭和 39年大阪市条例第 12号）第 2条の

規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。 

 

（関係書類の整備） 

第 23 条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を

常に整備し、第 18条の通知を受けた日から 5年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第 24条 本要綱のほか、必要な事項は大阪市補助金等交付規則（平成 18年大阪市規則第

7号）に基づくものとする。 

 

  附 則 

この要綱は、平成 24年 9月 26日から施行する。 

 附 則 

この改正要綱は、平成 25年 1月 11日から施行する。 

 附 則 

この改正要綱は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

 附 則 

この改正要綱は、平成 27年 2月 16日から施行する。 

 附 則 

この改正要綱は、平成 28年 2月 19日から施行する。 

 附 則 

1 この改正要綱は、平成 30年 2月 1日から施行する。 

2 この要綱の施行日の前日以前に交付決定を行った事業については、なお従前の例によ

る。 

 附 則 

1 この改正要綱は、平成 31年 1月 28日から施行する。 

2 この要綱の施行日の前日以前に交付決定を行った事業については、なお従前の例によ

る。 

 附 則 

1 この改正要綱は、令和２年１月 16日から施行する。 

2 この要綱の施行日の前日以前に交付決定を行った事業については、なお従前の例によ

る。 

附 則 



 

 

1 この改正要綱は、令和３年１月 20日から施行する。 

2 この要綱の施行日の前日以前に交付決定を行った事業については、なお従前の例によ

る。 

 

別表（第 4条関係） 

〔補助対象経費〕＊消費税及び地方消費税を除く。 

（注 1）旅費交通費について、鉄道賃の片道 100km 未満の場合の急行料金、特急料金等の

特別料金及び座席指定料金並びに鉄道賃のグリーン車や船舶の特別客室料金、航空賃のビ

ジネスクラス等の上位等級の座席指定料金は、補助対象外経費とする。（注 2）宿泊費につ

いて、1泊あたり国内 14,500円、海外 19,300円を上限とする。 

科 目 内  容 

①旅費交通費 事業の実施に必要な旅費交通費（注 1）、宿泊費（注 2） 

②消耗品費 事業の実施に必要な文具等の購入費 など 

③印刷製本費 事業の実施に必要なチラシ作成費等広報用の印刷経費 など 

④燃料・光熱水費 事業の実施に必要な光熱水費、事業用車両のガソリン代 など 

⑤通信運搬費 
事業の実施に必要な電話、プロバイダ利用料などの通信費や郵送等

の運搬に要する費用 など 

⑥筆耕翻訳料 事業の実施に必要な通訳、翻訳料 など 

⑦保険料 事業の実施に必要な保険料 

⑧使用料 
事業の実施に必要な会場使用料、有料高速道路通行料及び駐車料 

など 

⑨賃借料 
事業の実施に必要な事務所等の賃料（保証金は含まない・団体固有

の事務所等の賃料は除く） 

⑩負担金 資料情報収集費、資格取得費・研修会参加費 など 

⑪諸謝金 事業の実施に際して支払われる講師謝金 など 

⑫賃金 事業の実施に際して支払われるアルバイト賃金 など 

⑬広告料 
事業の実施に際して周知に必要な広告経費（テレビ、ラジオ、新聞、

雑誌等） 



（様式第１号） 

令和  年  月  日  

 

大 阪 市 長   

 

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付申請書 

 

標題の補助金について交付を受けたいので、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要

綱第６条の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 交付を受けようとする補助の種類 

 チャレンジ枠   （上限 20 万円） 

 ステップアップ枠 （上限 50 万円） 

 

２ 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎 

(1) 補助金の額 金          円 

  （事業費総額 金          円） 

(2) 算出の基礎 別紙「収支予算書」のとおり 

 

３ 補助対象事業の名称、目的及び内容 

(1) 名称  

(2) 目的  

(3) 内容 別紙「事業計画書」のとおり 

 

４ 補助対象事業の開始日及び完了予定日 

 

 

５ 添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 団体の定款、寄附行為、会則又はこれらに類する団体の存在が証明できるもの 

 

６ 概算払いを希望する経費及びその理由 ※概算払いを希望しない場合は記載不要 

 

  

住    所 
（法人その他の団体にあっては 
主たる事務所の所在地） 

 

ふ  り  が  な 

氏    名 
（法人その他の団体にあっては 
その名称、代表者の氏名） 

 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 



令和  年  月  日 

事 業 計 画 書 

 

１． 申請団体 

(1)所在地 

法人の場合は定款に定める
住所、その他は連絡・通知で
きる事務所等の所在地 

〒 

 

(2)団体名 

※主催者が国・府及び地方公
共団体若しくは、姉妹都市・
外国政府機関・総領事館等の
海外の公的機関以外である
こと 

 

(3)代表者職・氏名  

(4)担当者氏名  

住所は(1)と同じ場合は不要 

 

(フリガナ)  

 

住 所 〒 

 

 

T E L  F A X  

E-mail  
 

(5)設立年月日 

法人の場合は法人設立年月
日、その他は発足・結成の年月
日 

 

(6)活動状況・実績 

できるだけ具体的に記載し、
姉妹都市交流推進事業を開
始した年月及び活動内容等
がわかるものを添付してく
ださい（定款、寄附行為、会
則、役員名簿、パンフレット
など） 

 

姉妹都市交流推進事業を開始した年月（   年  月） 

(7)構成団体 

申請団体が複数の団体で構
成されている場合、その構成
団体について記載してくだ
さい(行は適宜追加してくだ
さい) 

①  (団 体 名)  

(代表者職・氏名)  

(所 在 地)  

 

②  (団 体 名)  

(代表者職・氏名)  

(所 在 地)  

 

  



２． 申請事業 

 

  

(1) 名称  

(2) 概要（要旨）  

(3) 具体的内容  誰を（何を）対象に、いつ、どこで、何をするのか等、具体的に記載してください 

① 対象  

② 実施期間・日時  

③ 実施場所  

④ 内容 
 



３． 事業の目的及び効果 

①目的 
 

②効果 

申請事業を実施することに

より期待される効果・目標値

も含めた達成目標を明確に

記入してください。 

 

＊想定交流者数     人 

（事業参加者    人、事業実施者    人、うち市民    人） 

＊関係（公的）機関との連携    団体 

内訳：国内  

国外  

 例) 姉妹都市･外国政府機関･総領事館等との共催,後援,協力等 

 ＜参考＞選考基準 
・姉妹都市交流について広く市民と共有できること ＜交流の共有＞ 

・国内外の関係(公的)機関との連携のもと、姉妹都市間の交流を促進できること ＜協働･連携、公共性＞ 

・継続的な効果の波及、今後の発展が期待できること ＜継続性・発展性＞ 

・応募事業を確実に実施できる能力・組織体制を有していること ＜実現性＞ 

   



４．事業のアピール内容 
３②の効果のほか、事業のポイントやアピールできる点があれば具体的に記入してください。 

 

  



５．事業のスケジュール 

年月 活  動  内  容 各期の目標設定 

令和 年 

月 

  

～ 

令和 年 

月 

令和 年 

月 

  

～ 

令和 年 

月 

令和 年 

月 

  

～ 

令和 年 

月 

令和 年 

月 

  

～ 

令和 年 

月 

※活動期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日以内としてください。 

  



６．事業実施にあたっての組織体制 

  

当該事業に従事する人数、役職、組織図・体制図などを具体的に記入してください。 

 



収 支 予 算 書 

 

 事業の実施（事業実施期間：令和 年 月 日から令和 年 月 日）にかかる収支計

画について記入してください。 

 

■収入の部                               （単位：円） 

＊国・府及び大阪市、その他地方公共団体若しくは、姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関から、補助対
象事業に補助金・助成金等の交付を受けている、又は受ける予定である場合は、その金額をご記入ください。その相当額
を助成対象経費から差し引きます。 

 

■支出の部                               （単位：円） 

項  目 具 体 的 な 内 容 積算根拠（単価×回数） 金額（税込） 金額（税抜） 

① 旅費交通費     

② 消耗品費     

③ 印刷製本費     

④ 燃料・光熱水費     

⑤ 通信運搬費     

⑥ 筆耕翻訳料     

⑦ 保険料     

⑧ 使用料     

⑨ 賃借料     

⑩ 負担金     

⑪ 諸謝金     

⑫ 賃金     

⑬ 広告料     

補助対象経費総額 
(①～⑬の合計） 

  Ｂ  Ｄ  

補助対象外経費 

    

    

    

    

    

合 計   Ｃ  Ｅ  

＊①～⑬は募集要項の３頁〔補助対象経費〕の内容に基づき、できる限り詳しく記入してください。 

＊収入の合計額「Ａ」と、支出の合計額「Ｃ」の金額は同一額となります。 

＊補助金は、Ｄから「他からの補助金、助成金等」を差し引いた金額の１／２以内となります。 

㋑＝（Ｄ－㋐）×１／２以内(千円未満切り捨て)  

注）金額の根拠を明示してください。（カタログ・見積書の添付、講師予定者の肩書き等の明記） 

注）本事業は、大阪市からの他の補助を受けていないものに限ります。 

  

項  目 具 体 的 な 内 容 積算根拠（単価×回数） 金  額 

自己資金     

借入金    

事業収入（参加費等）    

他機関からの補助金、 

助成金等
＊ 

  ㋐  

本市補助金 大阪市姉妹都市交流推進事業補助金  ㋑  

合 計   Ａ  



（様式第２号） 

大阪市指令経国第  号 

令和  年  月  日 

 

様 

 

 

大阪市長       

 

 

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付決定通知書 

 

 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった大阪市姉妹都市交流推進事業補助金につ

いては、次のとおり交付することとしたので、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要

綱第７条第１項の規定により通知します。 

 
 

1 補助金の交付額   金       円 

 

2 補助金の交付の条件 

(1)  補助対象事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更（大阪市姉妹都市交流推進

事業補助金交付要綱第11条第2項に規定する軽微な変更を除く。）をする場合には、

市長の承認を受けるべきこと。 

(2)  補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けるべきこと。 

(3)  補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難と

なった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。 

(4)  市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又

は本市職員に当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物

件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させる必要があると認めたときは、こ

れに協力すべきこと。 

(5)  その他、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第 7号）及び大阪市姉妹

都市交流推進事業補助金交付要綱の規定を遵守すべきこと。 

 

3 その他 

本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受けた日

の翌日から起算して 10 日以内に申請の取下げをすることができる。 



（様式第３号） 

大経国第      号 

令和  年  月  日 

 

様 

 

 

大阪市長       

 

 

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金不交付決定通知書 

 

 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった大阪市姉妹都市交流推進事業補助金につ

いては、次の理由により交付しないこととしたので、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金

交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

（交付しない理由） 

 



（様式第４号） 

令和  年  月  日  

 

大 阪 市 長   

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付申請取下書 

 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令経国第  号にて通知のあった大阪市姉妹都

市交流推進事業補助金の交付決定について、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要綱

第９条の規定により申請を取り下げます。 

 

1 補助金交付決定通知書を受け取った日 

令和  年  月  日 

2 取下げの理由 

 

住    所 
（法人その他の団体にあっては 
主たる事務所の所在地） 

 

ふ  り  が  な 

氏    名 
（法人その他の団体にあっては 
その名称、代表者の氏名） 

 



（様式第５号） 

令和  年  月  日  

 

大 阪 市 長   

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金変更承認申請書 

 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令経国第  号にて補助金の交付の決定を受け

た補助事業について、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要綱第 11 条第１項の規定

により、次のとおり変更の承認を申請します。 

 

（変更する内容及びその理由） 

 

住    所 
（法人その他の団体にあっては 
主たる事務所の所在地） 

 

ふ  り  が  な 

氏    名 
（法人その他の団体にあっては 
その名称、代表者の氏名） 

 



（様式第６号） 

令和  年  月  日  

 

大 阪 市 長   

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金中止・廃止承認申請書 

 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令経国第  号にて補助金の交付決定を受けた

補助事業について、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要綱第 11 条第１項の規定に

より、次のとおり中止・廃止の承認を申請します。 

 

（中止・廃止の理由（中止の場合は、その期間）） 

 

 

住    所 
（法人その他の団体にあっては 
主たる事務所の所在地） 

 

ふ  り  が  な 

氏    名 
（法人その他の団体にあっては 
その名称、代表者の氏名） 

 



（様式第７号） 

大経国第      号 

令和  年  月  日 

 

様 

 

 

 

大阪市長       

 

 

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金変更承認決定通知書 

 

 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった大阪市姉妹都市交流推進事業補助金変更

承認申請については、補助事業の内容等の変更を承認したので、大阪市姉妹都市交流推進

事業補助金交付要綱第 11 条第３項の規定により通知します。 



（様式第８号） 

大経国第      号 

令和  年  月  日 

 

様 

 

 

大阪市長          

 

 

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金中止・廃止承認決定通知書 

 

 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった大阪市姉妹都市交流推進事業補助金中止・

廃止承認申請については、補助事業の中止・廃止を承認したので、大阪市姉妹都市交流推

進事業補助金交付要綱第 11 条第３項の規定により通知します。 



（様式第９号） 

令和  年  月  日  

 

大 阪 市 長   

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金概算払申請書 

 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令経国第  号にて補助金の交付決定を受けた

補助事業について、下記の理由により補助金の概算払を受けたいので、大阪市姉妹都市交

流推進事業補助金交付要綱第 12 条第２項の規定により申請します。 

 

1 概算払を受けようとする理由 

 

2 概算払を受けようとする理由 

金       円 

 

（算出基礎） 

住    所 
（法人その他の団体にあっては 
主たる事務所の所在地） 

 

ふ  り  が  な 

氏    名 
（法人その他の団体にあっては 
その名称、代表者の氏名） 

 



（様式第 10 号） 

大経国第      号 

令和  年  月  日 

 

様 

 

 

 

大阪市長         

 

 

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金概算払決定通知書 

 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった大阪市姉妹都市交流推進事業補助金概算

払申請については、次のとおり条件を付して承認することとしたので、大阪市姉妹都市交

流推進事業補助金交付要綱第 12 条第３項の規定により通知します。 

 

 

 

1 概算払金額  金       円 

 

 

2 交付条件 

① 補助事業が完了したときは、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要綱第 17 条

に定める書類を市長に対し事業完了後 10 日以内に提出するものとする。 

② 大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要綱第 19 条に基づき補助金を精算し、剰

余金が生じた場合は戻入しなければならない。 

 

※ただし、①の実施報告、②の精算書は、年度の末日まで補助事業が行われている場合に

あっては、事業実施の属する年度の末日に作成するものとする。



（様式第 11 号） 

大阪市指令経国第  号  

令和  年  月  日  

 

様 

 

 

大阪市長  

 

 

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令経国第  号にて交付決定した補助金につい

て、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要綱第 14 条第２項の規定により、次のとお

り取消・変更したので通知します。 

 

1 取消・変更の内容 

 

2 取消・変更の理由 

 

  



（様式第 12 号） 

令和  年  月  日  

 

大 阪 市 長   

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金実施報告書 

 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令経国第  号にて補助金の交付決定を受けた

補助対象事業について、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要綱第 17 条第１項の規

定により、次のとおり報告します。 

 

 

1 補助対象事業の名称 

  

2 補助金の予定金額   金       円 

  

3 その他必要事項 

(1) 補助金の交付決定額とその精算額 

項 目 金 額 

交付決定額 円 

補助対象経費 円 

受けようとする補助金額 円 

（うち概算払済額） 円 

 

(2)補助対象事業の実績（別紙） 

 

4 添付書類 

 (1)事業実績報告書 

(2)収支決算書 

 (3)領収書等補助対象経費にかかる支出の確認ができる書類 

住    所 
（法人その他の団体にあっては 
主たる事務所の所在地） 

 

ふ  り  が  な 

氏    名 
（法人その他の団体にあっては 
その名称、代表者の氏名） 

 



〔事業実績報告書〕 

事業の名称 
 

事業の実施場所 
 

事業の実績 

＊交流者数や事業実施にあ
たり協力が得られた国内
外の関係(公的)機関の数・
内容など、できるだけ詳細
に記入してください。 

＊参加者へのアンケート実
施（満足度や姉妹都市への
理解度向上など）が可能な
場合は、実施することと
し、その結果について記載
してください。 

＊事業内容が分かるパンフ
レットその他資料があれ
ば、添付してください。 

 

＊交流者数     人 

（事業参加者    人、事業実施者    人、うち市民    人） 

＊関係（公的）機関との連携    団体 

内訳：国内  

国外  

 例) 姉妹都市･外国政府機関･総領事館等との共催,後援,協力等 

事業の課題と方向性 
 

今後の事業計画 
 

 



〔事業収支決算書〕 
項 目 金 額 

収 入 円 

支 出 円 

差引き 円 

 

（収入の部）        単位：円 

区  分 決 算 額 予 算 額 増▲減 備  考 

自己資金     

借 入 金     

事業収入(参加

費等) 
    

他機関からの補

助金、助成金等＊ ㋐     

本市補助金 ㋑     

合    計     

＊国・府及び大阪市、その他地方公共団体若しくは、姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関から、補助対象

事業に補助金・助成金等の交付を受けている､又は受ける予定である場合は、その金額をご記入ください。その相当額を助成

対象経費から差し引きます。 

 

（支出の部）        単位：円 

区分 
決算額 

（税込） 

予算額 

（税込） 
増▲減 

決算額 

（税抜） 

予算額 

（税抜） 
増▲減 備考 

【補助対象経費】     

  
      

  
      

        

補助対象経

費総額 
 

  
㋒    

 

【補助対象外経費】     

        

        

合計  
  

   
 

* 補助金は、補助対象経費総額から「他からの補助金、助成金等」を差し引いた金額の１／２以内 

となります。 

㋑＝（㋒－㋐）×１／２以内(千円未満切り捨て) 



（様式第 13 号） 

大阪市指令経国第  号 

令和  年  月  日 

 

様 

 

 

 

大阪市長  

 

 

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金額確定通知書 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令経国第  号にて交付決定した大阪市姉妹都

市交流推進事業補助金については、次のとおり補助金額を確定したので、大阪市姉妹都市

交流推進事業補助金交付要綱第 18 条の規定により通知します。 

 

 

 確定金額   金       円 



（様式第 14 号） 

令和  年  月  日 

 

大 阪 市 長   

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金精算書 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令経国第  号にて補助金の交付決定を受けた

補助事業等について、大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要綱第 19 条第１項の規定

により、次のとおり精算内容を提出します。 

 

 

1 精算内容   

受  領  額 金       円 

支  出  額 金       円 

差引剰余（又は不足）額 金       円 

 

 

2 添付書類 

(1) 収支決算書 

(2) 領収書等補助対象経費にかかる支出の確認ができる書類 

住    所 
（法人その他の団体にあっては 
主たる事務所の所在地） 

 

ふ  り  が  な 

氏    名 
（法人その他の団体にあっては 
その名称、代表者の氏名） 

 



（様式第 15 号） 

大阪市指令経国第  号  

令和  年  月  日  

 

様 

 

 

大阪市長  

 

 

 

大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付決定取消書 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令経国第  号にて交付決定した大阪市姉妹都

市交流推進事業補助金については、次のとおり交付決定を取り消したので、大阪市姉妹都

市交流推進事業補助金交付要綱第 20 条第 2項の規定により通知します。 

 

1 取消しの内容 

 

2 取消しの理由 

 

 


